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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１の導電材料を含む組成物を吐出することによりゲート電極層を形成し、
　前記ゲート電極層上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜上に一導電型の不純物元素を含む半導体膜を形成し、
　前記一導電型の不純物元素を含む半導体膜上に、第２の導電材料を含む組成物を吐出す
ることにより、ソース電極及びドレイン電極を形成し、
　前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして、前記一導電型の不純物元素を含む半
導体膜を除去することにより、ソース領域及びドレイン領域を形成し、
　前記半導体膜のうちチャネル領域となる部分の上方に、絶縁膜を形成し、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極及び前記絶縁膜をマスクとして、前記半導体膜を除
去することにより、島状半導体膜を形成することを特徴とする半導体素子の作製方法。
【請求項２】
　基板上の少なくともゲート電極層が形成される部分に対して、チタン又は酸化チタンを
形成し、
　前記チタン又は酸化チタンが形成された基板上に、第１の導電材料を含む組成物を吐出
することによりゲート電極層を形成し、
　前記ゲート電極層上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体膜を形成し、
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　前記半導体膜上に一導電型の不純物元素を含む半導体膜を形成し、
　前記一導電型の不純物元素を含む半導体膜上に、第２の導電材料を含む組成物を吐出す
ることにより、ソース電極及びドレイン電極を形成し、
　前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして、前記一導電型の不純物元素を含む半
導体膜を除去することにより、ソース領域及びドレイン領域を形成し、
　前記半導体膜のうちチャネル領域となる部分の上方に、絶縁膜を形成し、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極及び前記絶縁膜をマスクとして、前記半導体膜を除
去することにより、島状半導体膜を形成することを特徴とする半導体素子の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記絶縁膜は、ポリイミド、アクリル、又はシリコンと酸素との結合で骨格構造が構成
され、置換基に少なくとも水素を含む材料、若しくは置換基にフッ素、アルキル基、また
は芳香族炭化水素のうち少なくとも一種を有する材料からなることを特徴とする半導体素
子の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、
　前記絶縁膜を液滴吐出法により形成することを特徴とする半導体素子の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項において、
　前記半導体膜はセミアモルファスシリコンであることを特徴とする半導体素子の作製方
法。
【請求項６】
　基板上に第１の導電材料を含む組成物を吐出することによりゲート電極層を形成し、
　前記ゲート電極層上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜上に一導電型の不純物元素を含む半導体膜を形成し、
　前記一導電型の不純物元素を含む半導体膜上に、第２の導電材料を含む組成物を吐出す
ることにより、ソース電極及びドレイン電極を形成し、
　前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして、前記一導電型の不純物元素を含む半
導体膜を除去することにより、ソース領域及びドレイン領域を形成し、
　前記半導体膜のうちチャネル領域となる部分の上方に、絶縁膜を形成し、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極及び前記絶縁膜をマスクとして、前記半導体膜を除
去することにより、島状半導体膜を形成し、
　前記ソース電極又は前記ドレイン電極と電気的に接続される画素電極を形成することを
特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項７】
　基板上の少なくともゲート電極層が形成される部分に対して、チタン又は酸化チタンを
形成し、
　前記チタン又は酸化チタンが形成された基板上に、第１の導電材料を含む組成物を吐出
することによりゲート電極層を形成し、
　前記ゲート電極層上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜上に一導電型の不純物元素を含む半導体膜を形成し、
　前記一導電型の不純物元素を含む半導体膜上に、第２の導電材料を含む組成物を吐出す
ることにより、ソース電極及びドレイン電極を形成し、
　前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして、前記一導電型の不純物元素を含む半
導体膜を除去することにより、ソース領域及びドレイン領域を形成し、
　前記半導体膜のうちチャネル領域となる部分の上方に、絶縁膜を形成し、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極及び前記絶縁膜をマスクとして、前記半導体膜を除
去することにより、島状半導体膜を形成し、
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　前記ソース電極又は前記ドレイン電極と電気的に接続される画素電極を形成することを
特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項６又は７において、
　前記絶縁膜は、ポリイミド、アクリル、又はシリコンと酸素との結合で骨格構造が構成
され、置換基に少なくとも水素を含む材料、若しくは置換基にフッ素、アルキル基、また
は芳香族炭化水素のうち少なくとも一種を有する材料からなることを特徴とする液晶表示
装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか一項において、
　前記絶縁膜を液滴吐出法により形成することを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか一項において、
　前記半導体膜はセミアモルファスシリコンであることを特徴とする液晶表示装置の作製
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット法に代表される液滴吐出法を用いた半導体素子及びその作製
方法、特に、液晶ディスプレイ、ＥＬディスプレイに代表される表示装置に用いられる半
導体素子及びその作製方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の作製において、設備の低コスト化、工程の簡略化を目的として、半導体素
子に用いられる薄膜や配線のパターン形成に、液滴吐出装置を用いることが検討されてい
る。
【０００３】
　その際、半導体素子を構成するゲート電極、走査線、信号線、画素電極等の各種配線等
の形成にあたっては、液滴吐出装置のノズルから導電材料を溶媒に溶解又は分散させた組
成物を、基板や膜の上方に吐出することによって該各種配線を直接描画するようにして形
成する方法が用いられていた（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－１２６７６０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、アクティブマトリクス型の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や、ＥＬディスプレイ
に代表される表示装置に用いられる薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等の半導体素子を作製す
るにあたっては、従来の成膜工程及びパターニング、エッチング工程の繰り返しによって
作製されるＴＦＴとは異なった、液滴吐出法に最適な構造及び工程の確立が求められてい
る。特に、ＴＦＴが形成される基板のサイズが一辺数ｍ以上のものへと移行して行くにつ
れて、液滴吐出法を用いて作製されるＴＦＴの構造及び工程の簡略化が求められている。
【０００５】
　特に、上記ＴＦＴをチャネル保護型、チャネルエッチ型に代表される逆スタガ型（ボト
ムゲート型）の構造とする場合には、半導体膜及びｎ型の不純物元素を含む半導体膜を基
板全面に形成した後、レジストマスク等を用いてエッチングを行うことにより、島状の半
導体領域を形成し、さらに、メタルマスク等を用いてｎ型の不純物元素を含む半導体膜を
分離し、ソース領域及びドレイン領域を形成していた。このように、島状の半導体領域を
形成する際には、レジストマスクを露光、現像工程や液滴吐出工程を経て形成する必要が
あり、工程数、材料の種類の増加を招いていた。
【０００６】
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　本発明は、このような問題点を解決すべくなされたものであり、積極的に液滴吐出法を
用いるに適した半導体素子の作製方法を提案するものである。これによって、あらゆる面
積の基板に対応でき、しかも、高スループット、高歩留まり、短縮されたタクトタイムで
、安定性の高い半導体素子を作製することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決すべく、本発明においては以下の構成を備えている。
【０００８】
　本発明に係る半導体素子の作製方法は、基板上に第１の導電材料を含む組成物を吐出す
ることによりゲート電極層を形成し、前記ゲート電極層上にゲート絶縁膜を形成し、前記
ゲート絶縁膜上に半導体膜を形成し、前記半導体膜上に一導電型の不純物元素を含む半導
体膜を形成し、前記一導電型の不純物元素を含む半導体膜上に、第２の導電材料を含む組
成物を吐出することにより、ソース電極及びドレイン電極を形成し、前記ソース電極及び
ドレイン電極をマスクとして、前記一導電型の不純物元素を含む半導体膜を除去すること
により、ソース領域及びドレイン領域を形成し、前記半導体膜のうちチャネル領域となる
部分の上方に、絶縁膜を形成し、前記ソース電極、ドレイン電極及び前記絶縁膜をマスク
として、前記半導体膜を除去することにより、島状半導体膜を形成することを特徴として
いる。
【０００９】
　すなわち、まず、基板上に液滴吐出法を用いてゲート電極層を形成し、さらにゲート絶
縁膜、半導体膜、一導電型の不純物元素を含む半導体膜（以下、単に「一導電型半導体膜
」という。）を、ＣＶＤ法やスパッタ法等の薄膜形成法によって積層形成した後、液滴吐
出法を用いてソース電極及びドレイン電極を形成する。次に、該ソース電極及びドレイン
電極をマスクとして、露出した一導電型半導体膜をエッチング等によって除去することに
より、ソース領域及びドレイン領域を形成する。次に、半導体膜のチャネル領域となる部
分が除去されるのを防止するため、液滴吐出法等で形成可能な絶縁膜で該部分を覆ってお
く。ここで、該絶縁膜はチャネル保護膜として機能する。さらに、ソース電極、ドレイン
電極及び該絶縁膜をマスクとして、露出した半導体膜をエッチング等によって除去するこ
とによって島状半導体膜を形成する。以上の工程を経て、外見上はチャネル保護型を有す
る半導体素子を得ることができ、さらにソース電極又はドレイン電極に画素電極を接続し
、液晶素子や有機ＥＬ等を用いた発光素子を設けることで、所望の液晶表示装置や、発光
装置を得ることができる。
【００１０】
　また、本発明の他の構成としては、上記発明において、基板上に第１の導電材料を含む
組成物を吐出する前に、基板上の少なくともゲート電極層が形成される部分に対して、前
処理を行うことを特徴としている。前処理としては、チタン、酸化チタン等を含む層の形
成、ポリイミド、アクリル、又はシリコンと酸素との結合で骨格構造が構成され、置換基
に少なくとも水素を含む材料、若しくは置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化
水素のうち少なくとも一種を有する材料からなる膜の形成、プラズマ処理等が挙げられる
。なお、プラズマ処理の場合には、大気圧下で行うことが望ましい。
【００１１】
　また、本発明の他の構成としては、上記発明において、ソース領域及びドレイン領域を
形成した後、前記ソース電極及びドレイン電極上に、第１の絶縁膜をＣＶＤ法又はスパッ
タ法によって形成し、前記半導体膜のうちチャネル領域となる部分の上方で、かつ第１の
絶縁膜上に、第２の絶縁膜を液滴吐出法によって形成し、チャネル保護膜として機能する
絶縁膜を２層構造とすることを特徴としている。ここで、第２の絶縁膜は、チャネル保護
膜として機能するのみならず、ＣＶＤ法等によって基板全面に形成された第１の保護膜を
除去する際のマスクとしても機能する。なお、第１の絶縁膜としては、珪素を含む絶縁膜
を用いることができるが、好ましくは、窒化珪素膜を用いるのがよい。また、第２の絶縁
膜としては、液滴吐出法で選択的に形成可能な絶縁膜であれば種類は問わないが、ポリイ
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ミド、アクリル、又はシリコンと酸素との結合で骨格構造が構成され、置換基に少なくと
も水素を含む材料、若しくは置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち
少なくとも一種を有する材料からなる膜を用いることが望ましい。なお、該絶縁膜は２層
構造に限らず、３層以上に積層させてもよい。
【００１２】
　ここで、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構成され、置換基に少なくとも水素を含
む材料、若しくは置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも
一種を有する材料は、シロキサン系樹脂と呼ばれ、耐熱性平坦化膜又は耐熱性層間膜（Ｈ
ＲＩＬ；Heat Resistant Interlayer）の一種である。以後、耐熱性平坦化膜、耐熱性層
間膜、耐熱性樹脂又はＨＲＩＬと言うときは、シロキサン系樹脂を含むものとする。
【００１３】
　なお、上記導電材料や絶縁膜を形成する際に用いる液滴吐出法としては、インクジェッ
ト法のみならず、形成する膜の性質に応じて、オフセット印刷法や、スクリーン印刷法を
採用しても構わない。
【００１４】
　また、本発明に係る半導体素子は、基板上に形成されたチタン又は酸化チタンを含む層
と、前記層上に形成されたゲート電極層と、前記ゲート電極層上に形成されたゲート絶縁
膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成された半導体膜と、前記半導体膜上に形成された一対の
ｎ型不純物領域と、前記一対のｎ型不純物領域の間に形成され、かつ前記半導体膜上に形
成された絶縁膜と、前記一対のｎ型不純物領域上に形成された導電層と、を有することを
特徴としている。
【００１５】
　好ましくは、前記絶縁膜は、チャネル保護膜としての機能を果たすため、１００ｎｍ以
上の膜厚を有しているのがよい。また、該絶縁膜は積層構造としてもよい。例えば、下層
を窒化珪素膜のようなＣＶＤ法やスパッタ法で形成可能な膜とし、上層をポリイミド、ア
クリルや、シロキサン等の耐熱性樹脂のような液滴吐出法で形成可能な膜とすることがで
きる。また、上下層とも、液滴吐出法で形成可能な膜としてもよい。また、前記絶縁膜が
形成された部分の半導体膜の膜厚は、好ましくは、１０ｎｍ以上を有しているのが望まし
い。
【発明の効果】
【００１６】
　従来は、島状半導体膜を形成してから一導電型半導体膜をエッチング除去し、ソース領
域及びドレイン領域を形成していたため、島状半導体膜を形成する際に、レジストマスク
を設けることが必須であった。それに対し本発明は、上記方法を用いて、ソース領域及び
ドレイン領域を形成した後に、チャネル領域となる部分をチャネル保護膜として機能する
絶縁膜で覆い、島状半導体膜を形成しているため、レジストマスクを設ける必要がなく、
工程を簡略化することができる。このように、本発明は、ソース電極及びドレイン電極の
メタルマスクを用いて一導電型半導体膜を除去し、ソース領域及びドレイン領域を形成す
るというチャネルエッチ型特有の方法と、その後、チャネル領域が除去されるのを防ぐた
めにチャネル保護膜を形成するというチャネル保護型特有の方法とを混合させた、新たな
タイプの半導体素子の形成手段を有することを特徴としている。そして、本発明は、上記
構成を備えていることにより、レジストマスクを全く用いることなく、ソース電極及びド
レイン電極のメタルマスクのみで半導体素子を作製することができる。
【００１７】
　また、基板上に第１の導電材料を含む組成物を吐出する前に、基板上の少なくともゲー
ト電極層が形成される部分に対して、酸化チタン（ＴｉＯｘ）形成等の前処理を行うこと
によって、基板と液滴吐出法によって吐出形成されたゲート電極層等の導電膜との密着性
を高めることができる。
【００１８】
　また、前記絶縁膜が形成された部分の半導体膜の膜厚が、他の半導体膜の膜厚よりも薄
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くすることにより、チャネルエッチ工程において、ｎ型不純物領域をソース領域と、ドレ
イン領域に確実に分離することができ、また、前記絶縁膜が形成された部分の半導体膜の
膜厚を、１０ｎｍ以上とすることにより、十分に大きなチャネル移動度を確保することが
できる。
【００１９】
　また、前記絶縁膜の膜厚を１００ｎｍ以上とすることにより、チャネル保護膜としての
機能を高め、チャネル領域の損傷を確実に防止することができ、移動度の高い安定した半
導体素子を提供することができる。また、前記絶縁膜を、第１の絶縁膜と第２の絶縁膜の
２層構造、あるいはそれ以上の多層構造とすることも、上記効果を確保する上で有効であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明を用いた半導体素子、及びその作製方法について、図１を参照して説明する。
【００２１】
　まず、基板１００上の少なくともゲート電極層が形成される部分に、チタン、酸化チタ
ン等の所謂光触媒物質や、ポリイミド、アクリルや、シロキサン等の耐熱性樹脂を形成す
る。ここでは、酸化チタン膜１３２を形成した。又は、プラズマ処理を施してもよい。こ
れらの前処理によって、後に導電材料を含む組成物を吐出することによって形成される導
電膜と基板１００との密着性を高めることができる。また、酸化チタンを形成した場合に
は、光の透過率を向上させることができる。酸化チタンは直接形成してもよいし、チタン
を成膜した後に、導電膜を焼成する際に同時に焼成することによっても得ることができる
。なお、チタン、酸化チタンの他にも、チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ3）、セレ
ン化カドミウム（ＣｄＳｅ）、タンタル酸カリウム（ＫＴａＯ3）、硫化カドミウム（Ｃ
ｄＳ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）、酸化ニオブ（Ｎｂ2Ｏ5）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）
、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）、酸化タングステン（ＷＯ3）等の光触媒物質を形成してもよい。
上記前処理は、基板と導電膜との密着性を向上させるため、できるだけ行うことが望まし
い。
【００２２】
　次に、基板１００上に、前記前処理を行った場合には、該処理が施された部分の上方に
、第１の導電材料を含む組成物を吐出することによりゲート電極層１０２を形成する。こ
こで、ゲート電極層とは、少なくともＴＦＴのゲート電極部を含む一層又は多層の導電体
からなる層を指す。ゲート電極層は、該組成物を吐出した後、該組成物に対し１００℃、
３分間の乾燥を行い、さらに窒素又は酸素雰囲気下において、２００～３５０℃で１５分
間～３０分間の焼成を行うことにより形成するが、この条件に限定されるものではない。
【００２３】
　また、第１の導電材料としては、導電膜の機能に応じて種々の材料を選択することがで
きるが、代表的なものとして、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）
、白金（Ｐｔ）、クロム（Ｃｒ）、スズ（Ｓｎ）、パラジウム（Ｐｄ）、イリジウム（Ｉ
ｒ）、ロジウム（Ｒｈ）、ルテニウム（Ｒｕ）、レニウム（Ｒｅ）、タングステン（Ｗ）
、アルミニウム（Ａｌ）、タンタル（Ｔａ）、インジウム（Ｉｎ）、テルル（Ｔｅ）、モ
リブデン（Ｍｏ）、カドミウム（Ｃｄ、亜鉛（Ｚｎ）、鉄（Ｆｅ）、チタン（Ｔｉ）、シ
リコン（Ｓｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、バリウム（Ｂａ）、ア
ンチモン鉛、酸化スズ・アンチモン、フッ素ドープ酸化亜鉛、炭素、グラファイト、グラ
ッシーカーボン、リチウム、ベリリウム、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシ
ウム、スカンジウム、マンガン、ジルコニウム、ガリウム、ニオブ、ナトリウム、ナトリ
ウム－カリウム合金、マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム
／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニ
ウム混合物、リチウム／アルミニウム混合物等、ハロゲン化銀の微粒子等、又は分散性ナ
ノ粒子、あるいは、透明導電膜として用いられる酸化インジウムスズ（ＩＴＯ：Indium T
in Oxide）、酸化亜鉛（ＺｎＯ：Zinc Oxide）、ガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）



(7) JP 4667012 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

、酸化インジウムに２～２０％の酸化亜鉛を混合した酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ：Indi
um Zinc Oxide）、有機インジウム、有機スズ、窒化チタン等を用いることができる。
【００２４】
　また、特に透明導電膜として用いられる材料に対しては、珪素又は酸化珪素を、上記導
電材料に含有させて用いてもよい。例えば、ＩＴＯに酸化珪素を含有させた導電材料（以
下、便宜的に「ＩＴＳＯ」と呼ぶ。）を用いることができる。また、これらの導電材料か
らなる層を積層させて所望の導電膜を形成してもよい。
【００２５】
　また、液滴吐出手段に用いるノズルの径は、０．１～５０μｍ（好適には０．６～２６
μｍ）に設定し、ノズルから吐出される組成物の吐出量は０．００００１ｐｌ～５０ｐｌ
（好適には０．０００１～１０ｐｌ）に設定する。この吐出量は、ノズルの径の大きさに
比例して増加する。また、被処理物とノズル吐出口との距離は、所望の箇所に滴下するた
めに、できる限り近づけておくことが好ましく、好適には０．１～２ｍｍ程度に設定する
。
【００２６】
　なお、吐出口から吐出する組成物は、比抵抗値を考慮して、金、銀、銅のいずれかの材
料を溶媒に溶解又は分散させたものを用いることが好ましい。より好ましくは、低抵抗な
銀又は銅を用いるとよい。但し、銅を用いる場合には、不純物対策のため、合わせてバリ
ア膜を設けるとよい。溶媒は、酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル類、イソプロピルア
ルコール、エチルアルコール等のアルコール類、メチルエチルケトン、アセトン等の有機
溶剤等を用いればよい。ここで、銅を配線として用いる場合のバリア膜としては、窒化シ
リコン、酸化窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化チタン、窒化タンタル（ＴａＮ：Ta
ntalum Nitride）など窒素を含む絶縁性又は導電性の物質を用いると良く、これらを液滴
吐出法で形成しても良い。
【００２７】
　なお、液滴吐出法に用いる組成物の粘度は３００ｍＰａ・ｓ以下が好適であり、これは
、乾燥を防止し、吐出口から組成物を円滑に吐出できるようにするためである。なお、用
いる溶媒や用途に合わせて、組成物の粘度、表面張力等は適宜調整するとよい。一例とし
て、ＩＴＯ、ＩＴＳＯ、有機インジウム、有機スズを溶媒に溶解又は分散させた組成物の
粘度は５～５０ｍＰａ・ｓ、銀を溶媒に溶解又は分散させた組成物の粘度は５～２０ｍＰ
ａ・ｓ、金を溶媒に溶解又は分散させた組成物の粘度は１０～２０ｍＰａ・ｓである。
【００２８】
　各ノズルの径や所望のパターン形状などに依存するが、ノズルの目詰まり防止や高精細
なパターンの作製のため、導電材料の粒子の径はなるべく小さい方が好ましく、好適には
粒径０．１μｍ以下が好ましい。組成物は、電解法、アトマイズ法又は湿式還元法等の公
知の方法で形成されるものであり、その粒子サイズは、一般的に約０．５～１０μｍであ
る。ただし、ガス中蒸発法で形成すると、分散剤で保護されたナノ分子は約７ｎｍと微細
であり、またこのナノ粒子は、被覆剤を用いて各粒子の表面を覆うと、溶剤中に凝集がな
く、室温で安定に分散し、液体とほぼ同じ挙動を示す。したがって、被覆剤を用いること
が好ましい。
【００２９】
　また、一導電材料の周囲を他の導電材料で覆った粒子を含む組成物を吐出形成して、ゲ
ート電極層を形成してもよい。この際、両導電材料の間にバッファ層を設けておくのが望
ましい。例えば、Ｃｕの周りをＡｇで覆った粒子において、ＣｕとＡｇの間にＮｉ又はＮ
ｉＢからなるバッファ層を設けた粒子構造が挙げられる。
【００３０】
　なお、導電材料を含む組成物の焼成工程において、分圧比で１０～３０％の酸素を混合
させたガスを積極的に用いることにより、ゲート電極層を構成する導電膜の抵抗率を下げ
、かつ、該導電膜の薄膜化、平滑化を図ることができる。ここで、上記焼成の前後におけ
る導電膜の変化の様子を、図８を用いて概説する。まず、図８（Ａ）は、Ａｇのような導
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電材料を含むナノペースト５０２を、ノズル５０１からガラス基板５００上に吐出形成し
た状態を示している。ナノペーストは、導電材料を有機溶剤に分散又は溶解させたもので
あるが、他にも分散剤や、バインダーと呼ばれる熱硬化性樹脂が含まれている。特にバイ
ンダーに関しては、焼成時にクラックや不均一な焼きムラが発生するのを防止する働きを
持つ。そして、乾燥又は焼成工程により、有機溶剤の蒸発、分散剤の分解除去及びバイン
ダーによる硬化収縮が同時に進行することにより、ナノ粒子同士が融合し、ナノペースト
が硬化する。この際、ナノ粒子は、数十～百数十ｎｍまで成長し、近接する成長粒子同士
で融着、及び互いに連鎖することにより、金属連鎖体を形成する。一方、残った有機成分
の殆ど（約８０～９０％）は、金属連鎖体の外部に押し出され、結果として、金属連鎖体
を含む導電膜５０３と、その外側を覆う有機成分からなる膜５０４が形成される（図８（
Ｂ））。そして、有機成分からなる膜５０４は、ナノペースト５０２を窒素及び酸素を含
む雰囲気下で焼成する際に、気体中に含まれる酸素と、有機成分からなる膜５０４中に含
まれる炭素や水素などとが反応することにより、除去することができる。また、焼成雰囲
気下に酸素が含まれていない場合には、別途、酸素プラズマ処理等によって有機成分から
なる膜５０４を除去することができる（図８（Ｃ））。このように、ナノペーストを窒素
及び酸素を含む雰囲気下で焼成、又は乾燥後酸素プラズマで処理することによって、有機
成分からなる膜５０４は除去されるため、残存した金属連鎖体を含む導電膜５０３の平滑
化、薄膜化、低抵抗化を図ることができる。
【００３１】
　なお、導電材料を含む組成物を減圧下で吐出することにより組成物中の溶媒が揮発する
ため、後の加熱処理（乾燥又は焼成）時間を短縮することもできる。
【００３２】
　また、上記乾燥及び焼成工程に加えて、さらに表面を平滑化、平坦化するための処理を
行ってもよい。該処理としては、ＣＭＰ（化学的機械的研磨）法や、該導電膜上に平坦性
を有する絶縁膜を形成した後に、エッチングすることによって該導電膜を平坦化する方法
（エッチバック法と呼ばれる。）等を用いることができる。
【００３３】
　なお、基板としては、ガラス基板、石英基板、アルミナなど絶縁物質で形成される基板
、後工程の処理温度に耐え得る耐熱性を有するプラスチック基板等を用いることができる
。この場合、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）、酸化窒化シリコン
（ＳｉＯｘＮｙ）（ｘ＞ｙ）、窒化酸化シリコン（ＳｉＮｘＯｙ）（ｘ＞ｙ）など（ｘ、
ｙ＝１、２・・・）、基板側から不純物などの拡散を防止するための下地絶縁膜を形成し
ておいてもよい。また、ステンレスなどの金属または半導体基板などの表面に酸化シリコ
ンや窒化シリコンなどの絶縁膜を形成した基板なども用いることができる。
【００３４】
　次に、ゲート電極層上にゲート絶縁膜１０３を形成する。ゲート絶縁膜はプラズマＣＶ
Ｄ法又はスパッタリング法などの薄膜形成法を用い、窒化珪素、酸化珪素、窒化酸化珪素
又は酸化窒化珪素を含む膜を、単層で、又は積層させて形成することが好ましい。ここで
は、基板側から酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化珪素膜の３層構造としたが、この構造、材
料、方法に限定されるものではない。
【００３５】
　次に、ゲート絶縁膜１０３上に、半導体膜１０４を形成する。半導体膜としては、アモ
ルファス半導体、結晶性半導体、又はセミアモルファス半導体で形成する。いずれも、シ
リコン、シリコン・ゲルマニウム（ＳｉＧｅ）等を主成分とする半導体膜を用いることが
できる。また、半導体膜は、プラズマＣＶＤ法等によって形成することができる。なお、
半導体膜の膜厚は、１０～１００ｎｍとするのが望ましい。
【００３６】
　ここで、上記セミアモルファス半導体のうち、ＳＡＳ（セミアモルファスシリコン）に
ついて簡単に説明する。ＳＡＳは、珪化物気体をグロー放電分解することにより得ること
ができる。代表的な珪化物気体としては、ＳｉＨ4であり、その他にもＳｉ2Ｈ6、ＳｉＨ2
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Ｃｌ2、ＳｉＨＣｌ3、ＳｉＣｌ4、ＳｉＦ4などを用いることができる。この珪化物気体を
水素、水素とヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の
希ガス元素で希釈して用いることでＳＡＳの形成を容易なものとすることができる。希釈
率は１０倍～１０００倍の範囲で珪化物気体を希釈することが好ましい。勿論、グロー放
電分解による被膜の反応生成は減圧下で行うが、圧力は概略０．１Ｐａ～１３３Ｐａの範
囲で行えば良い。グロー放電を形成するための電力は１ＭＨｚ～１２０ＭＨｚ、好ましく
は１３ＭＨｚ～６０ＭＨｚの高周波電力を供給すれば良い。基板加熱温度は３００度以下
が好ましく、１００～２００度の基板加熱温度が推奨される。
【００３７】
　また、珪化物気体中に、ＣＨ4、Ｃ2Ｈ6などの炭化物気体、ＧｅＨ4、ＧｅＦ4などのゲ
ルマニウム化気体を混入させて、エネルギーバンド幅を１．５～２．４ｅＶ、若しくは０
．９～１．１ｅＶに調節しても良い。
【００３８】
　また、ＳＡＳは、価電子制御を目的とした不純物元素を意図的に添加しないときに弱い
ｎ型の電気伝導性を示す。これは、アモルファス半導体を成膜するときよりも高い電力の
グロー放電を行うため酸素が半導体膜中に混入しやすいためである。そこで、ＴＦＴのチ
ャネル形成領域を設ける第１の半導体膜に対しては、ｐ型を付与する不純物元素を、この
成膜と同時に、或いは成膜後に添加することで、しきい値制御をすることが可能となる。
ｐ型を付与する不純物元素としては、代表的には硼素であり、Ｂ2Ｈ6、ＢＦ3などの不純
物気体を１ｐｐｍ～１０００ｐｐｍの割合で珪化物気体に混入させると良い。例えば、ｐ
型を付与する不純物元素としてボロンを用いる場合、該ボロンの濃度を１×１０14～６×
１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3とすると良い。なお、上記ＳＡＳでチャネル形成領域を構成す
ることにより１～１０ｃｍ2／Ｖ・ｓｅｃの電界効果移動度を得ることができる。
【００３９】
　また、結晶性半導体膜は、アモルファス半導体膜をニッケル等の触媒を含む溶液で処理
した後、５００～７５０℃の熱結晶化工程によって結晶質シリコン半導体膜を得、さらに
レーザー結晶化を行って結晶性の改善を施すことによって得ることができる。
【００４０】
　また、ジシラン（Ｓｉ2Ｈ6）とフッ化ゲルマニウム（ＧｅＦ4）の原料ガスとして、Ｌ
ＰＣＶＤ（減圧ＣＶＤ）法によって、多結晶半導体膜を直接形成することによっても、結
晶性半導体膜を得ることができる。ガス流量比は、Ｓｉ2Ｈ6／ＧｅＦ4＝２０／０．９、
成膜温度は４００～５００℃、キャリアガスとしてＨｅ又はＡｒを用いたが、これに限定
されるものではない。
【００４１】
　次に、半導体膜１０４上に、ｎ型半導体膜１０５を形成する。ここで、ｎ型の不純物元
素としては、砒素（Ａｓ）、燐（Ｐ）を用いることができる。例えば、ｎ型の半導体膜を
形成する場合、ＳｉＨ4、Ｈ2、ＰＨ3（フォスフィン）の混合ガスを、プラズマＣＶＤ法
を用いてグロー放電分解することによって、ｎ型（ｎ＋）のシリコン膜を形成することが
できる。また、ｎ型半導体膜１０５の代わりに、硼素（Ｂ）のようなｐ型不純物元素を含
む半導体膜を用いてもよい。
【００４２】
　次に、ｎ型半導体膜１０５上に、第２の導電材料を含む組成物を吐出することにより、
ソース電極１０８及びドレイン電極１０９を形成する。第２の導電材料、導電粒子構造、
吐出条件、乾燥、焼成条件等としては、上記第１の導電材料において示したものの中から
適宜採用することができる。なお、第１及び第２の導電材料や粒子構造は同じでもよいし
、異なっていてもよい（以上、図１（Ａ））。
【００４３】
　なお、図示しないが、ｎ型半導体膜１０５上に、第２の導電材料を含む組成物を吐出す
る前に、ｎ型半導体膜１０５と、ソース電極１０８及びドレイン電極１０９との密着性を
向上させるための前処理を行ってもよい。これは、ゲート電極層１０２を形成する際の前
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処理と同様に行えばよい。
【００４４】
　次に、ソース電極１０８及びドレイン電極１０９をマスクとして、ｎ型半導体膜１０５
をエッチングし、ソース領域１１２、ドレイン領域１１３を形成する。ここでは、プラズ
マエッチングを採用し、エッチング用ガスとしては、Ｃｌ2、ＢＣｌ3、ＳｉＣｌ4もしく
はＣＣｌ4などを代表とする塩素系ガス、ＣＦ4、ＳＦ6、ＮＦ3、ＣＨＦ3などを代表とす
るフッ素系ガス、あるいはＯ2を用いたが、これらに限定されるものではない。なお、該
エッチングは、大気圧プラズマを利用して行うこともできる。この際、エッチングガスと
しては、ＣＦ4とＯ2の混合ガスを用いるのがよい。なお、ｎ型半導体膜１０５と、半導体
膜１０４が、同じ半導体を用いている場合には、ｎ型半導体膜１０５をエッチングする際
に半導体膜１０４もエッチング除去されてしまうので、エッチレートや時間には注意する
必要がある。ただし、図１（Ｂ）に示すように、半導体膜１０４の一部がエッチングされ
ていても、チャネル領域の半導体膜の厚さが５ｎｍ以上、好ましくは１０ｎｍ以上、さら
に好ましくは５０ｎｍ以上であれば、ＴＦＴとして十分な移動度を確保することができる
。
【００４５】
　次に、半導体膜１０４のチャネル領域となる部分の上方に、絶縁膜１１５を液滴吐出法
によって形成する。絶縁膜１１５は、チャネル保護膜として機能するため、吐出する組成
物としては、シロキサン等の耐熱性樹脂、アクリル、ベンゾシクロブテン、ポリアミド、
ポリイミド、ベンゾイミダゾール又はポリビニルアルコール等の耐エッチング性、絶縁性
を有するものを選択する。好適には、シロキサン、ポリイミドを用いると良い。また、チ
ャネル領域をオーバーエッチングから保護するために、絶縁膜１１５の厚さは１００ｎｍ
以上、好ましくは２００ｎｍ以上の厚さとするのが望ましい（以上、図１（Ｂ））。した
がって、図１のように、絶縁膜１１５は、ソース電極１０８、ドレイン電極１０９上に盛
り上がるように形成しても良い。
【００４６】
　次に、ソース電極１０８、ドレイン電極１０９及び絶縁膜１１５をマスクとして半導体
膜１０４をエッチングし、島状半導体膜１１８を形成する。ここでは、プラズマエッチン
グを採用し、エッチング用ガスとしては、Ｃｌ2、ＢＣｌ3、ＳｉＣｌ4もしくはＣＣｌ4な
どを代表とする塩素系ガス、ＣＦ4、ＳＦ6、ＮＦ3、ＣＨＦ3などを代表とするフッ素系ガ
ス、あるいはＯ2を用いたが、これらに限定されるものではない。なお、該エッチングは
、大気圧プラズマを利用して行うこともできる。この際、エッチングガスとしては、ＣＦ

4とＯ2の混合ガスを用いるのがよい。なお、島状半導体膜１１８のうちチャネル領域１１
９の上方には、チャネル保護膜として機能する絶縁膜１１５が形成されているため、上記
エッチング工程において、オーバーエッチングによる損傷を受けることがない。これによ
って、安定した特性と高移動度を有するチャネル保護型（チャネルストッパ型）ＴＦＴを
、レジストマスクを一切用いることなく作製することができる（以上、図１（Ｃ））。
【００４７】
　なお、さらに、ソース電極１０８、ドレイン電極１０９に接して、第３の導電材料を含
む組成物を吐出しソース配線１２３、ドレイン配線１２４を形成し、さらに、ソース配線
１２３又はドレイン配線１２４と画素電極１２６とを接続し、液晶素子や、有機化合物又
は無機化合物を含む層からなる発光素子（代表的にはエレクトロルミネセンス（ＥＬ：El
ectro Luminescence）を利用した発光素子）を設けることにより、上記工程により作製さ
れた半導体素子によって制御可能となるアクティブマトリクス型の液晶表示装置や、ＥＬ
発光装置のような薄型ディスプレイを得ることができる。ここで、第３の導電材料、導電
粒子構造、吐出条件、乾燥、焼成条件等としては、上記第１の導電材料において示したも
のの中から適宜採用することができる。なお、第２及び第３の導電材料や粒子構造は同じ
でもよいし、異なっていてもよい。また、画素電極は、液滴吐出法によって形成するのが
望ましく、材料としては、ＩＴＯ、ＩＴＳＯ、ＺｎＯ、ＧＺＯ、ＩＺＯ、有機インジウム
、有機スズ等の透光性導電膜を採用するのが望ましい（以上、図１（Ｄ））。
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【００４８】
　なお、図示しないが、ソース配線１２３、ドレイン配線１２４、画素電極１２６を形成
する際にも、下層との密着性を向上させるための前処理を行ってもよい。これは、ゲート
電極層１０２を形成する際の前処理と同様に行えばよい。
【００４９】
　上述したとおり、本発明は、ソース領域１１２及びドレイン領域１１３を形成した後に
、チャネル領域となる部分をチャネル保護膜として機能する絶縁膜１１５で覆い、島状半
導体膜を形成しているため、レジストマスクを設ける必要がなく、工程を簡略化すること
ができる。このように、本発明は、ソース電極及びドレイン電極のメタルマスクを用いて
一導電型半導体膜を除去し、ソース領域及びドレイン領域を形成するというチャネルエッ
チ型特有の方法と、その後、チャネル領域が除去されるのを防ぐためにチャネル保護膜を
形成するというチャネル保護型特有の方法とを混合させた、新たなタイプの半導体素子の
形成手段を有することを特徴としている。そして、本発明は、上記構成を備えていること
により、レジストマスクを全く用いることなく、ソース電極及びドレイン電極のメタルマ
スクのみで半導体素子を作製することができる。その結果、工程の簡略化、材料の節約に
よるコストの大幅な低減を図ることができ、特に、一辺が数ｍ以上の大面積の基板を用い
て半導体素子を作製する場合にも、低いコスト、高スループット、高歩留まり、短縮され
たタクトタイムで、安定性の高い半導体素子を作製することができる。
【００５０】
　また、本発明に係る半導体素子は、基板上の少なくともゲート電極層が形成される部分
に対して、酸化チタン形成等の処理が施されているため、基板と液滴吐出法によって吐出
形成されたゲート電極層等の導電膜との密着性を高めることができる。
【００５１】
　また、前記絶縁膜が形成された部分の半導体膜の膜厚が、他の半導体膜の膜厚よりも薄
くすることにより、チャネルエッチ工程において、ｎ型不純物領域をソース領域と、ドレ
イン領域に確実に分離することができ、また、前記絶縁膜が形成された部分の半導体膜の
膜厚が、５ｎｍ以上、好ましくは１０ｎｍ以上とすることにより、十分に大きなチャネル
移動度を確保することができる。
【００５２】
　また、本発明に係る半導体素子は、チャネル領域１１９上にチャネル保護膜として機能
する絶縁膜１１５が形成されていることにより、半導体膜１０４をエッチングする際にチ
ャネル領域１１９がオーバーエッチングによる損傷を受けることがないため、安定した特
性と高移動度を有する半導体素子として機能する。また、前記絶縁膜の膜厚を１００ｎｍ
以上とすることにより、チャネル保護膜としての機能を高め、チャネル領域の損傷を確実
に防止することができ、移動度の高い安定した半導体素子を提供することができる。また
、前記絶縁膜を、第１の絶縁膜と第２の絶縁膜の２層構造、あるいはそれ以上の多層構造
とすることも、上記効果を確保する上で有効である。
【実施例１】
【００５３】
　本実施例では、ゲート電極層を形成する前に、基板上に前処理を施す場合について説明
する。
【００５４】
　第１の方法として、図１に示すように、酸化チタン膜１３２を直接形成することができ
る。酸化チタン膜１３２は、スピン塗布法、液滴吐出法、スプレー法、スパッタ法、ＣＶ
Ｄ法等によって、基板全面に形成すればよい。その後、酸化チタン膜１３２上に、液滴吐
出法によってゲート電極層１０２を形成するが、酸化チタン膜１３２が介在することによ
って、基板１００とゲート電極層１０２の密着性を向上させることができる。なお、ゲー
ト電極層１０２形成後、ゲート電極層の周囲に存在する酸化チタン膜は残存させてもよい
し、エッチング等によって除去してもよい。エッチングする際は、大気圧下において行う
のが望ましい。なお、酸化チタン膜の代わりに、チタン膜としてもよい。ゲート電極層１
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０２としては、ここでは、酸化チタン膜上にＡｇ／Ｃｕを積層形成したが、Ｃｕのみ単層
で形成してもよい。
【００５５】
　第２の方法として、酸化チタン膜を、液滴吐出法によって選択的に形成することができ
る。液滴吐出法としては、インクジェット法のほか、スクリーン印刷法や、オフセット印
刷法を用いてもよい。また、ゾルゲル法を用いてもよい。その後、酸化チタン膜が形成さ
れた領域上、又はその内側に、液滴吐出法によってゲート電極層を選択的に形成する。な
お、酸化チタン膜の代わりに、チタン膜としてもよい。
【００５６】
　第３の方法として、チタン膜をスピン塗布法、液滴吐出法、スプレー法、スパッタ法、
ＣＶＤ法等によって基板全面に形成した後、液滴吐出法によってゲート電極層を構成する
導電材料を含む組成物を選択的に形成する（図８（Ａ））。そして、該組成物を乾燥、焼
成する際に、チタン膜５０５も同時に酸化させることにより、該組成物の周囲には酸化チ
タン膜５０６を形成することができる。酸化チタン膜は透光性に優れており、例えば、図
６（Ｃ）、図７（Ｂ）に示すようなボトムエミッション型の発光装置を作製する場合には
、基板側に光を取り出すことになるため、酸化チタン膜を形成しておくことは有効な手段
である。なお、チタン膜をスピン塗布法、液滴吐出法、スプレー法、スパッタ法、ＣＶＤ
法等によって基板全面に形成した後、ゲート電極層を構成する導電材料を含む組成物を選
択的に吐出形成する前に、加熱処理を行い、酸化チタン膜を形成しておいてもよい。
【００５７】
　上記第１乃至第３の方法においては、チタン膜、酸化チタン膜の代わりにチタン酸スト
ロンチウム（ＳｒＴｉＯ3）、セレン化カドミウム（ＣｄＳｅ）、タンタル酸カリウム（
ＫＴａＯ3）、硫化カドミウム（ＣｄＳ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）、酸化ニオブ（
Ｎｂ2Ｏ5）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化鉄（Ｆｅ2Ｏ3）、酸化タングステン（ＷＯ3）等
の所謂光触媒物質、あるいは、酸化物にあっては酸化される前の物質（Ｚｒ、Ｎｂ、Ｚｎ
、Ｆｅ、Ｗ等）を形成してもよい。
【００５８】
　第４の方法として、ポリイミド、アクリルや、シロキサン等の耐熱性樹脂を形成するこ
とによっても、基板とゲート電極層間の密着性を向上させることができる。これらは、ス
ピン塗布法、液滴吐出法、スプレー法等によって基板の全面又はゲート電極層が形成され
る部分に形成すればよい。全面に形成した場合には、ゲート電極層の周囲に存在する膜を
エッチング、又はアッシング除去してもよい。
【００５９】
　第５の方法として、基板の全面又はゲート電極層が形成される部分にプラズマ処理を施
すことによっても、密着性を向上させることができる。大気圧下におけるプラズマ処理を
行うのが望ましいが、これに限定されるものではない。
【実施例２】
【００６０】
　本実施例では、チャネル保護膜として機能する絶縁膜を２層構造とした場合について説
明する。
【００６１】
　図１（Ｂ）で、ソース電極１０８及びドレイン電極１０９をマスクとして、ｎ型半導体
膜１０５をエッチングし、ソース領域１１２、ドレイン領域１１３を形成した状態（図２
（Ａ））において、窒化珪素膜１３３を、ＣＶＤ法、スパッタ法等により全面に成膜する
。
次に、半導体膜１０４のチャネル領域となる部分の上方で、かつ、窒化珪素膜１３３上に
、絶縁膜１１５を液滴吐出法によって形成する。絶縁膜１１５は、チャネル保護膜として
でなく、窒化珪素膜１３３を除去する際のマスクとして機能するため、吐出する組成物と
しては、シロキサン等の耐熱性樹脂、アクリル、ベンゾシクロブテン、ポリアミド、ポリ
イミド、ベンゾイミダゾール又はポリビニルアルコール等の耐エッチング性、絶縁性を有
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するものを選択する。好適には、シロキサン、ポリイミドを用いると良い。また、チャネ
ル領域をオーバーエッチングから保護するために、窒化珪素膜１３３と絶縁膜１１５の膜
厚は、合計で１００ｎｍ以上、好ましくは２００ｎｍ以上の厚さとするのが望ましい（以
上、図２（Ｂ））。
【００６２】
　次に、絶縁膜１１５をマスクとして、窒化珪素膜１３３をエッチング除去し、チャネル
保護膜として機能する絶縁膜１１５、１３４を残す。絶縁膜１３４は当然ながら、窒化珪
素膜からなる。ここでは、プラズマエッチングを採用し、エッチング用ガスとしては、Ｃ
ｌ2、ＢＣｌ3、ＳｉＣｌ4もしくはＣＣｌ4などを代表とする塩素系ガス、ＣＦ4、ＳＦ6、
ＮＦ3、ＣＨＦ3などを代表とするフッ素系ガス、あるいはＯ2を用いたが、これらに限定
されるものではない。なお、該エッチングは、大気圧プラズマを利用してもよい。
【００６３】
　チャネル保護膜を２層とすることにより、チャネル保護膜としての機能を高め、チャネ
ル領域の損傷を確実に防止することができ、移動度の高い安定した半導体素子を提供する
ことができる。また、３層以上の構成としてもよい。また、下層は窒化珪素膜に限らず、
他の珪素を含む絶縁膜を用いてもよい。また、絶縁膜１１５のように、液滴吐出法で形成
可能な膜を選択的に積層させて形成してもよい。
【００６４】
　次に、ソース電極１０８、ドレイン電極１０９及び絶縁膜１１５、１３４をマスクとし
て半導体膜１０４をエッチングし、島状半導体膜１１８を形成する。なお、島状半導体膜
１１８のうちチャネル領域１１９の上方には、チャネル保護膜として機能する絶縁膜１１
５が形成されているため、上記エッチング工程において、オーバーエッチングによる損傷
を受けることがない。これによって、安定した特性と高移動度を有するチャネル保護型（
チャネルストッパ型）ＴＦＴを、レジストマスクを一切用いることなく作製することがで
きる（以上、図２（Ｃ））。
【００６５】
　さらに、実施の形態に示したような方法によって、ソース電極１０８、ドレイン電極１
０９に接して、第３の導電材料を含む組成物を吐出しソース配線１２３、ドレイン配線１
２４を形成し、さらに、ソース配線１２３又はドレイン配線１２４と画素電極１２６とを
接続し、液晶素子や、有機化合物又は無機化合物を含む層からなる発光素子を設けること
により、上記工程により作製された半導体素子によって制御可能となるアクティブマトリ
クス型の液晶表示装置や、ＥＬ発光装置のような薄型ディスプレイを得ることができる。
（以上、図２（Ｄ））。
【実施例３】
【００６６】
　本実施例では、液滴吐出法とメッキ法を組み合わせて、導電膜を形成する方法について
説明する。
【００６７】
　まず、Ａｇを含む組成物を液滴吐出法で吐出形成する。この際、線幅が数μｍ～十数μ
ｍと比較的細い場合に、太い配線を形成したい場合には、重ねて吐出形成する必要がある
。しかし、Ａｇを形成した後、Ｃｕを含むメッキ液にＡｇが形成された基板を浸す、又は
基板上にメッキ液を直接流すことによって、線幅を太くすることができる。特に、吐出形
成後の組成物は凹凸が多いため、メッキしやすい。また、Ａｇは高価であるので、Ｃｕメ
ッキを行うことにより、コスト削減にもつながる。なお、本実施例の方法で配線を形成す
る際の導電材料は、この種類に限定されるものではない。
【００６８】
　なお、Ｃｕメッキを行った後、導電膜の表面は凹凸が多いため、ＮｉＢ等のバッファ層
を設け平滑化を行い、その後ゲート絶縁膜を形成するのが望ましい。
【実施例４】
【００６９】
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　本実施例では、図３～５を参照して、本発明を用いたアクティブマトリクス型ＬＣＤパ
ネルの作製方法について説明する。
【００７０】
　第１の方法は、図３（Ａ）に示すように、本発明を用いて作製したＴＦＴ上に、平坦化
膜１５１を液滴吐出法によって選択的に形成し、平坦化膜１５１が形成されていない領域
に、ソース電極、ドレイン電極と接続されるソース配線、ドレイン配線１５２を液滴吐出
法によって形成する方法である。なお、画素ＴＦＴ６５４に接続されるソース又はドレイ
ン配線は、図３（Ａ）に示すように、画素電極を兼ねることもできる。勿論、画素電極を
別途形成し、ソース又はドレイン配線と接続してもよい。なお、ソース、ドレイン電極、
ソース、ドレイン配線は、すべて同じ導電材料を用いて形成してもよいし、異なる導電材
料を用いて形成してもよい。
【００７１】
　この方法は、平坦化膜中にコンタクトホールを形成するという概念を用いていないが、
外見上コンタクトホールが形成されているように見える。なお、平坦化膜としては、アク
リル、ポリイミド、ポリアミドなどの有機樹脂、またはシロキサン系材料を出発材料とし
て形成されたＳｉ－Ｏ結合とＳｉ－ＣＨX結晶手を含む絶縁膜で形成することが好ましい
。
【００７２】
　その後、ＴＦＴ基板と対向基板１５５との間に液晶層１５４を挟持させ、シール材１５
９で貼り合わせた状態を示している。ＴＦＴ基板上には柱状スペーサ１５８を形成する。
柱状スペーサ１５８は画素電極上に形成されるコンタクト部のくぼみに合わせて形成する
とよい。柱状スペーサ１５８は用いる液晶材料にも依存するが、３～１０μｍの高さで形
成するのが望ましい。コンタクト部では、コンタクトホールに対応した凹部が形成される
ので、この部分に合わせてスペーサを形成することにより液晶の配向の乱れを防ぐことが
できる。
【００７３】
　ＴＦＴ基板上には、配向膜１５３を形成しラビング処理を行う。対向基板１５５には透
明導電膜１５６、配向膜１５７を形成する。その後、ＴＦＴ基板および対向基板１５５を
シール材により貼り合わせて液晶を注入し、液晶層１５４を形成する。以上のようにして
、アクティブマトリクス駆動の液晶表示装置を完成させることができる。なお、液晶層１
５４は、液晶を滴下することによって形成してもよい。特に１ｍを超える大面積のアクテ
ィブマトリクス基板を用いて液晶表示装置を作製する場合には、有効な手段である。
【００７４】
　なお、配向膜１５３、１５７や、柱状スペーサ１５８は、液滴吐出法を用いて選択的に
形成してもよい。特に１ｍを超える大面積のアクティブマトリクス基板を用いて液晶表示
装置を作製する場合には、有効な手段である。
【００７５】
　次に、端子部６５２について説明する。図１等からも分かるように、ＴＦＴ素子部以外
の領域には、ゲート絶縁膜が残存している。したがって、ゲート電極層と同時に形成され
た配線１７１とＦＰＣ６２８（Flexible Print Circuit）とを接続するためのコンタクト
ホールを開孔する必要がある。ここでは、コンタクトホールを開孔したい箇所の周囲を液
滴吐出法で吐出形成された導電体１７２で覆い、該導電体をマスクとして、コンタクトホ
ールを形成する。さらに、該コンタクトホール中に導電体１７２と同一又は異なる導電体
１７３を液滴吐出法によって吐出し、導電体を埋め込むことにより、ゲート絶縁膜上に導
電体１７２、１７３を形成することができる。さらに、導電体１７２、１７３と、ＦＰＣ
６２８とを、異方性導電膜６２７により公知の手法で端子電極６２６と貼り付けることに
より、配線１７１とＦＰＣ６２８とを接続することができる。なお、端子電極６２６は、
透明導電膜を用いて形成するのが望ましい。
【００７６】
　なお、ＦＰＣ部のコンタクトホール開孔は、ＴＦＴ作製時に行ってもよいし、ソース、
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ドレイン配線を形成すると同時に、導電体１７２又は１７３を形成することによって行っ
てもよい。液滴吐出法の利点の一つとして、所望の箇所に選択的に組成物を吐出できると
いう点があるため、一工程で従来の複数の工程を兼ねることができるようにするのが望ま
しい。
【００７７】
　以上の工程を経て、本発明によって作製されたＴＦＴを用いたアクティブマトリクス型
ＬＣＤパネルが完成する。該ＴＦＴは、上記実施の形態や実施例の方法を用いて作製する
ことができる。また、ここでは、一画素につき１トランジスタの構成としたが、２以上の
トランジスタを用いてもよい。また、ＴＦＴの極性は、ｎ型でもｐ型でも採用することが
できる。また、ｎ型ＴＦＴとｐ型ＴＦＴからなるＣＭＯＳ構造としてもよい。これは、駆
動回路ＴＦＴ６５３においても同様である。ＣＭＯＳ構造とする場合、各ＴＦＴを接続す
る配線は、上記平坦化膜を選択的に形成した後、開孔部に導電材料を含む組成物を液滴吐
出法で吐出することで形成することができる。
【００７８】
　第２の方法は、図３（Ｂ）に示すように、本発明を用いて作製したＴＦＴのソース、ド
レイン電極上に、柱状の導電体１６０（ピラー、プラグ等とも呼ばれる。）を、液滴吐出
法によって形成する方法である。ピラーの導電材料は、上述したゲート電極層等と同様の
ものを用いることができる。さらに、柱状の導電体１６０上に、平坦化膜１５０を液滴吐
出法等によって形成する。平坦化膜としては、アクリル、ポリイミド、ポリアミドなどの
有機樹脂、またはシロキサン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ結合とＳｉ－Ｃ
ＨX結晶手を含む絶縁膜を、液滴吐出法で選択的に形成することが好ましい。
【００７９】
　なお、ピラー上に平坦化膜が形成されている場合には、エッチバック法により、平坦化
膜、ピラーの表面をエッチングし、図３（Ｃ）のように、表面が平坦なピラーを得ること
ができる。さらに、平坦化膜上に、ソース電極、ドレイン電極と接続されるソース配線、
ドレイン配線１５２を液滴吐出法によって形成する。なお、画素ＴＦＴ６５４に接続され
るソース又はドレイン配線は、図３（Ｃ）に示すように、画素電極を兼ねることもできる
。勿論、画素電極を別途形成し、ソース又はドレイン配線と接続してもよい。なお、ソー
ス、ドレイン電極、ピラー、ソース、ドレイン配線は、すべて同じ導電材料を用いて形成
してもよいし、異なる導電材料を用いて形成してもよい。
【００８０】
　その後、液晶素子を形成する工程は、第１の方法と同様である。なお、ＦＰＣ部のコン
タクトホール開孔は、ＴＦＴ作製時に行ってもよいし、ピラーや、ソース、ドレイン配線
を形成すると同時に、導電体１７２又は１７３を形成することによって行ってもよい。
【００８１】
　第３の方法は、図４（Ａ）に示すように、本発明を用いて作製したＴＦＴのソース、ド
レイン電極上に、平坦化膜１５１の材質に対して撥液性を有する柱状の絶縁体（以下「ピ
ラー絶縁体１６１」という。）を液滴吐出法によって形成し、その周囲に平坦化膜１５１
を形成する方法である。ピラー絶縁体の材料は、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）等の水
溶性有機樹脂にＣＦ4プラズマ等を施し、撥液性を持たせたものを用いることができる。
平坦化膜としては、アクリル、ポリイミド、ポリアミドなどの有機樹脂、またはシロキサ
ン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ結合とＳｉ－ＣＨX結晶手を含む絶縁膜を
、液滴吐出法で選択的に形成することが好ましい。ピラー絶縁体１６１の周囲に平坦化膜
１５１を形成した後、ピラー絶縁体１６１は水洗処理や、エッチング等によって簡単に除
去することができる。この際、エッチングによって除去する際には、コンタクトホール形
状が逆テーパー状となるのを防ぐために、異方性エッチングとするのが望ましい。ここで
、ＰＶＡ等のピラー絶縁体は絶縁性を有しているため、コンタクトホールの側壁にその一
部が残存しても、特に問題は生じない。
【００８２】
　その後、さらに、平坦化膜上に、コンタクトホールを介してソース電極、ドレイン電極
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と接続されるソース配線、ドレイン配線１５２を液滴吐出法によって形成する。なお、画
素ＴＦＴ６５４に接続されるソース又はドレイン配線は、図４（Ｂ）に示すように、画素
電極を兼ねることもできる。勿論、画素電極を別途形成し、ソース又はドレイン配線と接
続してもよい。なお、ソース、ドレイン電極、ソース、ドレイン配線は、すべて同じ導電
材料を用いて形成してもよいし、異なる導電材料を用いて形成してもよい。なお、上記ピ
ラー絶縁体の除去工程によって、コンタクトホール形状が逆テーパー状となってしまった
場合には、ソース、ドレイン配線を形成するにあたり、導電材料を含む組成物をピラー上
に液滴吐出法で積層させることによって、コンタクトホールを埋めるように形成すればよ
い。
【００８３】
　その後、液晶素子を形成する工程は、第１の方法と同様である。なお、ＦＰＣ部のコン
タクトホール開孔は、ＴＦＴ作製時に行ってもよいし、ソース、ドレイン配線を形成する
と同時に、導電体１７２又は１７３を形成することによって行ってもよい。
【００８４】
　第４の方法は、図５（Ａ）に示すように、本発明を用いて作製したＴＦＴのソース、ド
レイン電極上に、平坦化膜１５１の材質に対して撥液性材料１６２を液滴吐出法、スピン
塗布法、スプレー法等によって形成し、コンタクトホールを形成したい箇所に、ＰＶＡや
ポリイミド等からなるマスク１６３を形成し、ＰＶＡ等をマスクとして撥液性材料１６２
を除去し、残存した撥液性材料の周囲に平坦化膜１５１を形成するという方法である。撥
液性材料１６２の材料としては、ＦＡＳ（フルオロアルキルシラン）等のフッ素系シラン
カップリング剤を用いることができる。ＰＶＡやポリイミド等のマスク１６３は液滴吐出
法で選択的に吐出すればよい。また、撥液性材料１６２は、Ｏ2アッシングや大気圧プラ
ズマによって除去することができる。また、マスク１６３は、ＰＶＡの場合は水洗処理に
よって、ポリイミドの場合には、Ｎ３００剥離液によって簡単に除去することができる。
【００８５】
　コンタクトホールが形成される箇所に撥液性材料１６２を残した状態で（図５（Ｂ））
、平坦化膜１５１を液滴吐出法やスピン塗布法等によって形成する。この際、コンタクト
ホールが形成される箇所には、撥液性材料１６２が存在するので、その上方に平坦化膜が
形成されることはない。また、コンタクトホール形状が逆テーパーとなる虞も生じない。
平坦化膜としては、アクリル、ポリイミド、ポリアミドなどの有機樹脂、またはシロキサ
ン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ結合とＳｉ－ＣＨX結晶手を含む絶縁膜を
、液滴吐出法で選択的に形成することが好ましい。平坦化膜１５１を形成した後、撥液性
材料１６２は、Ｏ2アッシングや大気圧プラズマによって除去する。
【００８６】
　その後、さらに、平坦化膜上に、コンタクトホールを介してソース電極、ドレイン電極
と接続されるソース配線、ドレイン配線１５２を液滴吐出法によって形成する。なお、画
素ＴＦＴ６５４に接続されるソース又はドレイン配線は、図５（Ｃ）に示すように、画素
電極を兼ねることもできる。勿論、画素電極を別途形成し、ソース又はドレイン配線と接
続してもよい。なお、ソース、ドレイン電極、ソース、ドレイン配線は、すべて同じ導電
材料を用いて形成してもよいし、異なる導電材料を用いて形成してもよい。
【００８７】
　その後、液晶素子を形成する工程は、第１の方法と同様である。なお、ＦＰＣ部のコン
タクトホール開孔は、ＴＦＴ作製時に行ってもよいし、ソース、ドレイン配線を形成する
と同時に、導電体１７２又は１７３を形成することによって行ってもよい。
【００８８】
　なお、上記第１乃至第４の方法について、図３～５では図示しないが、基板とゲート電
極層との間に、前処理によってＴｉＯｘ膜等を設け、密着性を高めてもよい。これは、ソ
ース、ドレイン配線、ピラー、画素電極、導電体１７２、１７３等を形成する場合にも採
用できる。前処理は、上記実施の形態、実施例に示したものを採用すればよい。
【００８９】
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　また、図示しないが、ソース、ドレイン電極上に、ＴＦＴ上方からの不純物の拡散等を
防止するためのパッシベーション膜を形成しておくのが望ましい。パッシベーション膜は
、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法などの薄膜形成法を用い、窒化珪素、酸化珪素
、窒化酸化珪素、酸化窒化珪素、酸化窒化アルミニウム、または酸化アルミニウム、ダイ
ヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）、窒素含有炭素（ＣＮ）、その他の絶縁性材料を用い
て形成することができる。また、チャネル保護膜と同様の材料を用いてもよいし、さらに
、これらの材料を積層させて形成してもよい。なお、該パッシベーション膜は、絶縁体材
料の微粒子を含む組成物を液滴吐出法によって吐出することによっても形成することがで
きる。
【００９０】
　なお、図示しないが、平坦化膜を設けずに、図１（Ｄ）のように画素電極を基板上に間
接的に形成し、その上に配向膜を設けた構造としてもよい。この際、ＴＦＴはキャップ絶
縁膜やパッシベーション膜で覆っておくのが望ましい。
【実施例５】
【００９１】
　本実施例では、図６を参照して、本発明を用いたアクティブマトリクス型ＥＬパネルの
作製方法について説明する。
【００９２】
　まず、図６（Ａ）に示すように、上記実施の形態、実施例の方法によってＴＦＴを作製
し、少なくとも島状半導体膜の側面にステップカバレッジを向上させるための、絶縁体１
４０（「エッジカバー」等と呼ばれる。）を形成する。さらに、ＴＦＴのソース電極１０
８、ドレイン電極１０９に接してソース配線１２３、ドレイン配線１２４を形成し、ソー
ス又はドレイン電極と画素電極１２６（通常、正孔注入電極（陽極））とを接続する。こ
の際、配線下にはエッジカバーが存在するため、配線を良好なカバレッジで滑らかに形成
することができるので、断線等を防止することができる（図６（Ｂ））。
【００９３】
　なお、画素電極１２６は積層構造としても良い。例えば、ＩＴＳＯの積層構造を採用し
、ＴＦＴ側ＩＴＳＯの酸化珪素濃度を低濃度（１～６原子％）に、発光素子側ＩＴＳＯの
酸化珪素濃度を高濃度（７～１５原子％）にするのが良い。画素電極１２６は、その表面
が平坦化されるように、ＣＭＰ法、ポリビニルアルコール系の多孔質体で拭浄し、研磨し
ても良い。またＣＭＰ法を用いた研磨後に、画素電極１２６の表面に紫外線照射、酸素プ
ラズマ処理などを行ってもよい。
【００９４】
　なお、画素電極１２６をエッチング形成した後の、レジスト剥離工程、ヒドロ洗浄（水
洗）工程、紫外線照射工程等によって、画素電極１２６を構成する導電層の内部からイン
ジウム、スズ又はそれらの酸化物を放出させることにより、該導電層の表面又は表面近傍
の層内部に、珪素、酸化珪素、窒化珪素等と析出させ、それらを主成分とするバリア層を
形成することができる。また、このバリア層は、珪素、酸化珪素、窒化珪素等を意図的に
蒸着法、スパッタリング法等によって形成しても良い。これらのバリア層の存在によって
、正孔注入電極の仕事関数が増加し、正孔注入性をより向上させることができる。
【００９５】
　さらに、ＴＦＴ、配線、画素電極の一部の上方を、液滴吐出法によって選択的に形成さ
れた隔壁（バンク、土手等とも呼ばれる。）で覆う。隔壁１４１としては、アクリル、ポ
リイミド、ポリアミドなどの有機樹脂、またはシロキサン系材料を出発材料として形成さ
れたＳｉ－Ｏ結合とＳｉ－ＣＨX結晶手を含む絶縁膜で形成することが好ましい。
【００９６】
次に、隔壁１４１の開口部において画素電極１２６と接するように、有機化合物を含む層
（電界発光層ともいう。以下「有機化合物層１４２」という。）を形成する。有機化合物
層１４２は、単数の層で構成しても良いし、複数の層を積層させて構成しても良い。例え
ば、（１）陽極＼ホール注入層＼ホール輸送層＼発光層＼電子輸送層＼陰極、（２）陽極
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＼ホール注入層＼発光層＼電子輸送層＼陰極、（３）陽極＼ホール注入層＼ホール輸送層
＼発光層＼電子輸送層＼電子注入層＼陰極、（４）陽極＼ホール注入層＼ホール輸送層＼
発光層＼ホールブロッキング層＼電子輸送層＼陰極、（５）陽極＼ホール注入層＼ホール
輸送層＼発光層＼ホールブロッキング層＼電子輸送層＼電子注入層＼陰極、等の素子構成
とすることができる。
【００９７】
　次に、有機化合物層１４２を覆うように、電子注入電極１４３（陰極）を形成する。電
子注入電極１４３は、仕事関数が小さい公知の材料、例えば、Ｃａ、Ａｌ、ＣａＦ、Ｍｇ
Ａｇ、ＡｌＬｉ等を用いることができる。隔壁１４１の開口部において、画素電極１２６
と有機化合物層１４２と電子注入電極１４３が重なり合うことで、発光素子１４６が形成
される。電子注入電極１４３上には、パッシベーション膜１４４が設けられている（以上
、図６（Ｃ））。
【００９８】
　なお、上記発光素子は、一対の電極間にキャリア輸送特性の異なる有機化合物又は無機
化合物を含む発光層を積層し、一方の電極からは正孔を注入し、他方の電極からは電子を
注入できるように形成され、一方の電極から注入された正孔と、他方の電極から注入され
た電子とが再結合して発光中心を励起して、それが基底状態に戻るときに光を放出する現
象を利用した素子である。発光層への正孔及び電子の注入性は、電極を形成する材料の仕
事関数（金属や半導体の表面から、一個の電子をその表面のすぐ外側に取り出すのに必要
な最小のエネルギー）の大小をもって一つの指標とされ、正孔を注入する側の電極には仕
事関数が高いことが好ましく、電子を注入する側の電極には仕事関数が低い材料が望まれ
ている。
【００９９】
　対向基板１４５上に、波長板、偏光板、反射防止膜を形成するのがよい。波長板として
は、λ／４、λ／２の順に形成し、遅相軸を設定する。
【０１００】
　なお、図６（Ｃ）の状態まで完成したら、さらに外気に曝されないように気密性が高く
、脱ガスの少ない保護フィルム（ラミネートフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等）やカ
バー材でパッケージング（封入）することが好ましい。
【実施例６】
【０１０１】
　実施例５では、図６に示すボトムエミッション型発光装置において、本発明を適用した
場合について説明したが、本実施例では、図７（Ａ）に示すトップエミッション型発光装
置、図７（Ｃ）に示すデュアルエミッション型発光装置において、本発明を適用した場合
について説明する。
【０１０２】
　まず、デュアルエミッション型発光装置の場合から説明する。この場合、正孔注入電極
の材料としては、実施例５と同様に、ＩＴＯ、ＩＴＳＯ、ＺｎＯ、ＩＺＯ、ＧＺＯ等の透
明導電膜を用いることもできる。また、画素電極１２６としてＩＴＳＯを用いる場合には
、濃度の異なる酸化珪素を含むＩＴＳＯを積層させることによって形成してもよい。好ま
しくは、下部ＩＴＳＯ層（ソース又はドレイン配線側）の酸化珪素濃度を低濃度に、上部
ＩＴＳＯ層（発光層側）の酸化珪素濃度を高濃度にするのがよい。これにより、ＴＦＴと
の接続間の低抵抗を維持しつつ、ＥＬ層への正孔注入効率を高めることができる。勿論、
他の材料とＩＴＳＯの積層構造（例えば、下部ＩＴＯ層と上部ＩＴＳＯ層の積層構造）と
してもよいし、他の材料同士を積層させてもよい。
【０１０３】
　一方、電子注入電極１４３としては、発光層からの光を透過させるべく、１～１０ｎｍ
の薄アルミニウム膜、もしくはＬｉを微量に含むアルミニウム膜等を用いることにより、
上下に発光素子からの光を取り出すことのできるデュアルエミッション型発光装置が得ら
れる（図７（Ｃ））。
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【０１０４】
　なお、図７において、１４１は隔壁、１４２は有機化合物層、１４４はパッシベーショ
ン膜、１４５は対向基板、１４６は発光素子である。
【０１０５】
　次に、トップエミッション型発光装置の場合について、図７（Ａ）を参照して説明する
。一般的には、図７（Ｂ）のボトムエミッション型における正孔注入電極として機能する
画素電極１２６と電子注入電極１４３を入れ替え、さらに有機化合物を含む層を逆積みと
し、電流制御用ＴＦＴの極性を反転させることにより（ここでは、ｎチャネル型ＴＦＴを
用いる。）、基板と反対側（上側）に発光素子からの光を取り出すことのできるトップエ
ミッション型発光装置が得られる。また図７（Ａ）のように、電極及び有機化合物を含む
層を逆積みとした場合、画素電極１２６として、酸化珪素濃度の含有量に高低の差を設け
た透光性酸化物導電層の積層構造を採用することにより、発光効率の向上、低消費電力化
等の効果により、安定性の高い発光装置を得ることができる。ここで、電子注入電極１４
３としては、光反射性のある金属電極等を用いればよい。
【実施例７】
【０１０６】
　実施例４の液晶表示パネル又は実施例５、６のＥＬパネルを用いた電子機器の一例とし
て、図９に示すテレビ受像器、携帯書籍（電子書籍）、携帯電話を完成させることができ
る。
【０１０７】
　図９（Ａ）のテレビ受像器は、筐体２００１に液晶又はＥＬ素子を利用した表示用モジ
ュール２００２が組みこまれ、受信機２００５により一般のテレビ放送の受信をはじめ、
モデム２００４を介して有線又は無線による通信ネットワークに接続することにより一方
向（送信者から受信者）又は双方向（送信者と受信者間、又は受信者間同士）の情報通信
をすることもできる。テレビ受像器の操作は、筐体に組みこまれたスイッチ又は別体のリ
モコン装置２００６により行うことが可能であり、このリモコン装置２００６にも出力す
る情報を表示する表示部２００７が設けられていても良い。
【０１０８】
　また、テレビ受像器にも、主画面２００３の他にサブ画面２００８を第２の表示用モジ
ュールで形成し、チャネルや音量などを表示する構成が付加されていても良い。この構成
において、主画面２００３を視野角の優れたＥＬ表示用モジュールで形成し、サブ画面を
低消費電力で表示可能な液晶表示用モジュールで形成しても良い。また、低消費電力化を
優先させるためには、主画面２００３を液晶表示用モジュールで形成し、サブ画面をＥＬ
表示用モジュールで形成し、サブ画面は点滅可能とする構成としても良い。
【０１０９】
　図９（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体３１０１、表示部３１０２、３１０３
、記憶媒体３１０４、操作スイッチ３１０５、アンテナ３１０６等を含む。
【０１１０】
　図９（Ｃ）は携帯電話であり、３００１は表示用パネル、３００２は操作用パネルであ
る。表示用パネル３００１と操作用パネル３００２とは接続部３００３において接続され
ている。接続部３００３における、表示用パネル３００１の表示部３００４が設けられて
いる面と操作用パネル３００２の操作キー３００６が設けられている面との角度θは、任
意に変えることができる。さらに、音声出力部３００５、操作キー３００６、電源スイッ
チ３００７、音声入力部３００８、アンテナ３００９を有している。
【実施例８】
【０１１１】
　本発明に係る半導体素子は、図１０に示す液滴吐出システムによって形成するのがよい
。まず、ＣＡＤ、ＣＡＭ、ＣＡＥ等の回路設計ツール８００によって、回路設計が行われ
、所望の薄膜及びアライメントマーカーの配置箇所を決定する。
【０１１２】
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　次に、設計された薄膜及びアライメントマーカーの配置箇所を含む薄膜パターンのデー
タ８０１は、記録媒体又はＬＡＮ（Local Area Network）等の情報網を介して、液滴吐出
装置を制御するコンピュータ８０２に入力される。そして、薄膜パターンのデータ８０１
に基づいて、液滴吐出手段８０３が有するノズル（筒状の、先の細い穴から液体や気体を
噴出させる装置）のうち、該薄膜を構成する材料を含む組成物を貯蔵し、又は該組成物を
貯蔵するタンクと接続されている最適な吐出口径を有するノズルが決定され、続いて、液
滴吐出手段８０３の走査経路（移動経路）が決定される。なお、予め最適なノズルが決ま
っている場合いは、該ノズルの移動経路のみを設定すればよい。
【０１１３】
　次に、該薄膜が形成される基板８０４上にフォトリソグラフィー技術やレーザー光を用
いて、アライメントマーカー８１７を形成する。そして、アライメントマーカーが形成さ
れた基板を液滴吐出装置内のステージ８１６に設置し、該装置に具備された撮像手段８０
５によりアライメントマーカーの位置を検出し、画像処理装置８０６を介して、コンピュ
ータ８０２に位置情報８０７として入力される。コンピュータ８０２では、ＣＡＤ等によ
り設計された薄膜パターンのデータ８０１と、撮像手段８０５によって得られるアライメ
ントマーカーの位置情報８０７とを照らし合わせて、基板８０４と液滴吐出手段８０３と
の位置合わせを行う。
【０１１４】
　その後、コントローラ８０８によって制御された液滴吐出手段８０３が、決定された走
査経路に従って、組成物８１８を吐出することにより、所望の薄膜パターン８０９が形成
される。なお、組成物の吐出量は、吐出口の径を選択することにより、適宜調整すること
ができるが、吐出口の移動速度、吐出口と基板との間隔、組成物の吐出速度、吐出空間の
雰囲気、該空間の温度、湿度等のあらゆる条件によって微妙に異なってくるため、これら
の条件も制御できるようにすることが望ましい。これらは、予め実験、評価によって最適
な条件を求めておき、組成物の材料毎にデータベース化しておくのがよい。
【０１１５】
　ここで、薄膜パターンデータとしては、例えば、液晶表示装置、ＥＬ表示装置等に用い
られるアクティブマトリクス型ＴＦＴ基板の回路図等が挙げられる。図１０中の円内の回
路図は、このようなアクティブマトリクス型ＴＦＴ基板に用いられる導電膜を模式的に示
したものである。８２１は所謂ゲート配線、８２２はソース信号線（２ｎｄ配線）、８２
３は画素電極又は正孔注入電極若しくは電子注入電極を指す。また、８２０は基板、８２
４はアライメントマーカーを示している。当然、薄膜パターン８０９は、薄膜パターン情
報におけるゲート配線８２１に対応するものである。
【０１１６】
　また、液滴吐出手段８０３は、ここでは、ノズル８１０、８１１、８１２が一体化され
た構成となっているが、これに限定されるものではない。また、各ノズルは、それぞれ複
数の吐出口８１３、８１４、８１５を有している。上記薄膜パターン８０９は、ノズル８
１０のうち、所定の吐出口８１３を選択することによって形成されたものである。
【０１１７】
　なお、液滴吐出手段８０３は、あらゆる線幅の薄膜パターンの作製に対応できるように
、また、タクトタイムを向上させるため、吐出口径、吐出量、又はノズルピッチの異なる
複数のノズルを備えておくのが望ましい。また、吐出口の間隔はできる限り狭い方が望ま
しい。また、一辺が数ｍ以上の大面積の基板に対して、スループットの高い吐出を行うた
めに、１ｍ以上の長さを有するノズルを備えておくことが望ましい。また、伸縮機能を備
え、吐出口の間隔を自由に制御することができるようにしてもよい。また、高解像度、即
ち、滑らかなパターンを描画するために、ノズル又はヘッドが斜めに傾くようにしておく
のが望ましい。これによって、矩形状など、大面積の描画が可能となる。
【０１１８】
　また、ヘッドのノズルピッチを変えたものを一つのヘッドに平行に備え付けてもよい。
この場合、吐出口径は同じでもよいし、異ならせてもよい。また、上記のように、複数の
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ノズルを用いた液滴吐出装置となる場合には、私用していないノズルを収納するための、
待機場所を設けておく必要がある。この待機場所には、またガス供給手段とシャワーヘッ
ドを設けることにより、組成物の溶媒と同じ気体の雰囲気下に置換することができるため
、乾燥をある程度防止することができる。さらに、清浄な空気を供給し、作業領域の埃を
低減するクリーンユニット等を備え付けてもよい。
【０１１９】
　ただし、ノズル８０３の仕様上、吐出口の間隔が狭くできないときには、ノズルピッチ
が表示装置における画素の整数倍となるように設計するとよい。これによって、図１１（
Ａ）、（Ｂ）のように、基板８０４をずらして組成物を基板８０４上に吐出することがで
きる。また、撮像手段８０５としては、ＣＣＤ（電荷結合素子）のような光の強弱を電気
信号に変換する半導体素子を用いたカメラを用いればよい。
【０１２０】
　上述した方法は、基板８０４を載せたステージ８１６を固定し、液滴吐出手段８０３を
決定された経路に従って走査させることによって、薄膜パターン８０９を形成するもので
ある。それに対して、液滴吐出手段８０３を固定し、薄膜パターンのデータ８０１に基づ
いて決定された経路に従って、ステージ８１６をＸＹθ方向に搬送させることによって、
薄膜パターン８０９を形成してもよい。この際、液滴吐出手段８０３が複数のノズルを有
している場合には、該薄膜を構成する材料を含む組成物を貯蔵し、又は該組成物を貯蔵す
るタンクと接続されている最適な吐出口径を有するノズルを決定する必要がある。
【０１２１】
　なお、複数のノズルを用い、冗長機能を持たせてもよい。例えば、最初にノズル８１２
（又は８１１）から組成物が吐出されるが、ノズル８１０からも、同一の組成物が吐出さ
れるよう吐出条件を制御することにより、前方のノズル８１２において吐出口詰まり等の
支障を来しても、後方のノズル８１０から組成物を吐出することができるため、少なくと
も配線の断線等を防止することが可能となる。
【０１２２】
　また、上述した方法は、ノズル８１０の所定の一つの吐出口のみを用いて薄膜パターン
８０９を吐出形成するものであるが、形成する薄膜の線幅や膜厚に応じて、図１２～図１
５に示すように、複数のノズルを用いて組成物を吐出してもよい。
【０１２３】
　図１２（Ａ）～（Ｄ）、図１３（Ａ）～（Ｃ）は、基板２４０上に、例えば画素電極パ
ターン２４４を形成する様子を示す。ここでは、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3（Ｒ1＞Ｒ2＞Ｒ3）の３種
類のサイズのノズル２５１～２５３からなる液滴吐出手段２４１を用いる。まず、最大径
のノズル２５１を用いて組成物２４５を吐出する。次に、該最大径ノズルでは描画できな
かった箇所、又は特に凸凹が生じてしまった箇所に、該最大径ノズルよりも小さい径の吐
出口を有するノズル２５２により、組成物２４６を選択的に吐出する。その後、必要に応
じて、最小径のノズル２５３により、組成物２４７を選択的に吐出して、パターンの表面
を平坦化する。この方法は、例えば画素電極等の比較的大きな導電体のパターンの作製に
有効であり、表面に凸凹が生じることなく、平坦化が実現されたパターンを作製すること
ができる。
【０１２４】
　図１４は、基板２４０上に配線のパターン２４８を形成する様子を示したものである。
液滴吐出手段としては、前述したノズル２５１～２５３を用いた。これらのノズルから吐
出される液滴２６１～２６３は、その吐出量が異なっているため、図示するように、線幅
を変えたパターンを簡単に形成することができる。
【０１２５】
　図１５（Ａ）～（Ｃ）は、開口部２１３に組成物を順次吐出、充填し、例えば導電膜を
形成する方法を示したものである。２１０は基板、２１１は半導体又は導体、２１２は絶
縁体であり、絶縁体２１２には開口部２１３が設けられている。組成物は、前述した各行
で吐出口を一軸方向に配列した複数のノズル２５１～２５３が、複数行配列された液滴吐
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出手段を用いて吐出する。開口部は、下から上に向かって径が大きくなる。したがって、
まず、径がＲ3の吐出口を有するノズル２５３を用いて、開口部２１３の下層部分を組成
物により充填する。次に、径がＲ2の吐出口を有するノズル２５２を用いて、開口部２１
３を中央部分まで組成
物により充填する。最後に、径がＲ1の吐出口を有するノズル２５１を用いて、開口部１
３の上層部分を組成物により充填する。本方法によれば、開口部に組成物が充填され、平
坦化された導電層を形成することができる。従って、アスペクト比が高い開口部が設けら
れた絶縁体１２にも、ボイドが生じることなく、平坦化された配線を形成することができ
る。
【０１２６】
　薄膜や配線の形成に用いられる液滴吐出システムにおいて、上記のごとく、薄膜パター
ンを示すデータを入力する入力手段と、前記データに基づいて、前記薄膜を構成する材料
を含む組成物を吐出するためのノズルの移動経路を設定する設定手段と、基板上に形成さ
れたアライメントマーカーを検出するための撮像手段と、前記ノズルの移動経路を制御す
る制御手段とを有する構成とすることにより、液滴吐出時におけるノズル又は基板の移動
経路を的確に制御する必要がある。液滴吐出システムを制御するコンピュータに組成物吐
出条件制御プログラムを読み込ませることにより、吐出する組成物やそのパターンに応じ
て、ノズル又は基板移動速度、組成物の吐出量・噴射距離・噴射速度、吐出環境の雰囲気
・温度・湿度、基板加熱温度などの諸条件も的確に制御することができる。
【０１２７】
　これによって、所望の太さ、厚さ、形状を有する薄膜や配線を、短いタクトタイム、高
スループットの下で、所望の箇所に精度良く作製することができ、ひいては、それらの薄
膜や配線を用いて作製したＴＦＴのような半導体素子、該半導体素子を用いて作製した液
晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイのような発光装置、ＬＳＩ等の製造歩留まりを向
上させることができる。特に、本発明を用いることにより、任意の場所に薄膜や配線のパ
ターンを形成でき、形成するパターンの太さ、厚さ、形状も調整できるので、一辺が数ｍ
以上にも及ぶ大面積の半導体素子基板等も、低コストで歩留まり良く製造することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　本発明は、上記方法を用いて、ソース領域及びドレイン領域を形成した後に、チャネル
領域となる部分をチャネル保護膜として機能する絶縁膜で覆い、島状半導体膜を形成して
いるため、レジストマスクを設ける必要がなく、工程を簡略化することができる。このよ
うに、本発明は、ソース電極及びドレイン電極のメタルマスクを用いて一導電型半導体膜
を除去し、ソース領域及びドレイン領域を形成するというチャネルエッチ型特有の方法と
、その後、チャネル領域が除去されるのを防ぐためにチャネル保護膜を形成するというチ
ャネル保護型特有の方法とを混合させた、新たなタイプの半導体素子の形成手段を有する
ことを特徴としている。そして、本発明は、上記構成を備えていることにより、レジスト
マスクを全く用いることなく、ソース電極及びドレイン電極のメタルマスクのみで半導体
素子を作製することができる。したがって、本発明に係る半導体素子、及びその作製方法
は、液滴吐出法を積極的に利用しうる最適の構造、プロセスを提供するものとして有意で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明を用いたＴＦＴの工程概略図
【図２】本発明を用いたＴＦＴの工程概略図
【図３】本発明を用いた液晶表示パネルの工程概略図
【図４】本発明を用いた液晶表示パネルの工程概略図
【図５】本発明を用いた液晶表示パネルの工程概略図
【図６】本発明を用いたＥＬパネルの工程概略図
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【図７】本発明を利用したトップエミッション型、ボトムエミッション型、デュアル　　
エミッション型発光装置についての説明図
【図８】酸化チタン膜の作製方法を説明する図
【図９】本発明を用いた電子機器の一例を説明する図
【図１０】液滴吐出システムの構成を示す図
【図１１】画素ピッチのｎ倍のピッチのノズルを用い、偶数、奇数番目の配線を分け　　
て吐出形成する実施形態の説明図
【図１２】異なる口径を有する複数のノズルで画素電極を吐出形成する実施形態の説　　
　明図
【図１３】異なる口径を有する複数のノズルで平坦な配線を吐出形成する実施形態の　　
　説明図
【図１４】異なる口径を有する複数のノズルで異なる線幅の配線を吐出形成する実施　　
　形態の説明図
【図１５】異なる口径を有する複数のノズルで開孔部に導電材料を吐出充填する実施　　
　形態の説明図
【符号の説明】
【０１３０】
１００　基板
１０２　ゲート電極層
１０３　ゲート絶縁膜
１０４　半導体膜
１０５　ｎ型半導体膜
１０８　ソース電極
１０９　ドレイン電極
１１２　ソース領域
１１３　ドレイン領域
１１５　絶縁膜
１１８　島状半導体領域
１１９　チャネル領域
１２３　ソース配線
１２４　ドレイン配線
１２６　画素電極
１３２　酸化チタン膜
１３４　絶縁膜
１４０　絶縁体
１４１　隔壁
１４２　有機化合物層
１４３　電子注入電極
１４４　パッシベーション膜
１４５　対向基板
１４６　発光素子
１５１　平坦化膜
１５２　ドレイン配線
１５３　配向膜
１５４　液晶層
１５５　対向基板
１５６　透明導電膜
１５７　配向膜
１５８　柱状スペーサ
１５９　シール剤
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１６０　柱状の導電体
１６１　ピラー絶縁体
１６２　撥液性材料
１６３　マスク
１７１　配線
１７２　導電体
１７３　導電体

                                                                                

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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